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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画

諸 塚 村

１ 促進計画の区域

別紙地図に記載のとおりとする。

２ 促進計画の目標

１ 現況

諸塚村は、宮崎県の西北部、耳川の上流域で九州山脈の中に位置し、諸塚山を中心と

する標高1,000m級の山々に囲まれ、地形は急峻で平地に乏しく、総面積187.56ｋ㎡のわ

ずか１％にも満たない農耕地が山腹、谷間に点在している。

また、傾斜地が多いなどの立地特性から、農業生産活動等を通じ国土の保全、水源の

かん養、良好な景観形成等の多面的機能を発揮している。

しかしながら、担い手の高齢化、減少等により耕作放棄が増加等することにより国土

の保全、水源かん養等の多面的機能の低下が特に懸念されている。

、 、 、 、このため 諸塚村では 耕作放棄の発生を防止し 多面的機能の確保を図る観点から

農業生産体制を是正する必要がある。

２ 目標

１の現況を踏まえ、農業者と地域住民や関係団体との協力体制を整備し、法第３条第

３項第１号に掲げる事業により、農業・農村の持つ国土保全や景観等の多面的機能を支

える地域の共同活動を支援し、法第３条第３項第２号に掲げる事業により、中山間地域

等の条件不利地域と平地との生産費等の格差を支援する。さらに、法第３条第３項第３

号に掲げる事業によって、環境保全効果の高い営農活動を行うことに伴う追加的コスト

を支援することにより、農業・農村の多面的機能の発揮の促進を図る。

３ 法第６条第２項第１号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事業

に関する事項

実施を推進する区域 実施を推進する事業

諸塚村全域 法第３条第３項第１号、第２号及び第３号①
に掲げる事業
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４ 法第６条第２項第１号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事業の実施

を推進する区域を定める場合にあっては、その区域

設定しない。

５ その他促進計画の実施に関し市町村が必要と認める事項

１ 農業者団体等への指導・助言

農業者団体等による各種の取組の効果的な促進を図るため、地域毎の多様な特質を踏

まえ、農業者団体等に対し、地域環境や営農の状況、取組の実態等に応じたきめ細かい

指導・助言等を行うものとする。

２ 関係者間における連携の確保

農業の有する多面的機能の発揮の促進は、公的機関や農業関係者だけでなく、地域住

民や地域団体等の多くの関係者との連携の下に行われるものであることから、村は、関

係者間での情報共有や効果的な事業推進及び定期的な打合せの開催が行われるよう、そ

の連携に努めるものとする。

３ ２号事業に取り組む場合の留意事項

別紙参照


